
  

 

 

 

２４時間３６５日※1マイナポータルから 

オンラインで転出届を提出できます！ 
 

 

国内の転出において、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、 

役場への来庁が原則不要※2となります。単身での引越し、ご自身と同一世帯員、 

ご自身以外の世帯員の引越しでもご利用可能です。※3 

 

※1 システムメンテナンス等で利用できない場合があります。その場合は、マイナポータル等でお知らせします。 

※2 届出内容に不備がある場合等、来庁が必要になることがあります。 

※3 マイナポータルから転出届を提出後、転入先市区町村の窓口で転入届等のお手続きが必要です。転入届の 

お手続きの前に、マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを必ず確認してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                         

 

 

開庁時間に転出届が 

提出できない…  
窓口が混雑して 

いるかも… 

 
急な引越しで 

もう転入先にいる… 

マイナポータルでの転出届提出の依頼 

 

難易度  ： ★★★★☆☆☆☆☆☆ 

制限時間 ： 転入のお手続き前まで 

目的地  ： 転入先 

達成条件 ： 以下３つの準備してください。 

１． マイナポータルに接続するスマートフォン・ＰＣ 

２． マイナンバーカード 

３． 暗証番号 

 

メモ   ： 右の「手順書」に沿って、申請を進めてください。 

◀ こちらのサービスに対応すると 

マイナンバーカードは不要です！ 

手順書 

１． ＱＲコード①からお手続きの流れを確認する。 

 

 

 

 

 

２． ＱＲコード②からマイナポータルへ接続する。 

 

 

 

 

 

３． 案内に従い、入力を進める。 

 

【QR コード①】 

デジタル庁政策ページ 

「引越し手続オンラインサービス」 

【QR コード②】 

マイナポータル 

「引越し手続について」 


